
平成２０年５月 津久井町地域協議会



提言にあたって

私たちの津久井町は市の西部に位置し、道志川や串川、早戸川が流れ、津

久井湖や宮ケ瀬湖、神奈川県の最高峰である蛭ヶ岳を有し豊かな水とみどり

をもつ、歴史と伝統のある地域です。

近年、地域を取り巻く環境は急速に変化し、安心・安全で快適に暮らすた

めに解決すべき課題が山積しています。

一方、物質第一主義から、心の豊かさや人間性の回復が重視されてきてお

り、地球温暖化対策による自然への価値観、魅力が見直されて、環境にやさ

しい地域社会を創ろうとする気運が高まりつつあります。今後、私たちは、

水源地域において見守り温められてきた資源を有効活用し、住民の理解と参

画のもと連携の輪を広げたまちづくりを進め、次世代への足固めを確実に進

めていきたいと考えております。

今般、新しい総合計画及び新都市計画マスタープランの策定にあたって、

津久井町地域協議会が中心となり、新相模原市の津久井地域として自然と都

市が奏でる住み良く、魅力ある地域を目指して、あらゆる角度から意見を出

し合い、議論を重ね、ここに提言書としてまとめました。

この提言内容は地域にとって欠かせないものばかりです。お互いの市民が

理解、協力しあいながら７０万人市民とともに地域づくりを推進され、新し

い総合計画及び新都市計画マスタープランの策定等に生かしていただくよ

うお願いいたします。

平成２０年５月

津久井町地域協議会

会 長 小 嶋 省 二
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私たちの津久井町は、近代水道発祥の地として、丹沢の豊かな森が水を育み、

津久井湖、奥相模湖、宮ケ瀬湖が水を湛え、道志川、早戸川、串川の清流を抱

くみどり豊かな水源のまちです。

そのような環境の中で、私たち住民は「水源文化都市・津久井」を掲げて自

然と共生した暮らしを連綿と営み、工夫しながらいきいきとした心ふれあうま

ちを築いてきました。

しかし、昨今の地域を取り巻く状況は大きく変化しており、私たちのまちも

住民の高齢化と人口減少、鳥獣被害や湖沼の水質悪化、森林の荒廃といった環

境問題、バス路線の廃止に伴う公共交通問題など、生活・都市基盤整備の遅れ

などの課題に直面しています。

このような中で私たちは今、新市としてのまちづくりに踏み出さなければな

りません。そこで、わたしたちは議論を重ね、次の６つの視点でまちづくりを

考えました。

１）水源地域の特性を活かす

活力ある地域を築くための人々の交流、新たな産業や観光を生みだすためには、全

国でもまれな、大都市に近接した水源地域であるという地域特性をまちのイメージづくり

に活かすことが大切です。そこで「水源文化」をテーマに「水源のまち」にこだわったまち

づくりを進めます。

２）誰もが快適・安全に暮らせる

誰もが、津久井のどこで暮らしていても、人生のいかなるライフステージにおいても、

平等かつ利便・快適で、安全に暮らせるように、都市の基盤や生活サポート体制を整える

必要があります。また地域に根づいた相互扶助の精神の復興が求められます。
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３）水源環境に配慮した生活スタイルの実現

水源地域である津久井、豊かな自然に恵まれた津久井に住む私たちの暮らし方は、地

域の自然環境の良し悪しに直結しています。そこで、今まさに求められている、環境にや

さしい暮らし・環境への負荷を小さくするような生活スタイルを実現する取り組みを率先し

て進める必要があります。

４）定住の促進・地域コミュニティの維持

連綿と築かれてきた水源地域の文化や住まい方を将来に継承していくためには、交通

環境や生活環境の整備はもとより、就労の場の確保など定住環境の整備により、若年人

口や新規定住者の受け入れ等による定住を促進し、適切な規模のコミュニティの維持を

図る必要があります。

５）ともに考え行動し、ともに築く

水源の環境と暮らしを維持するためには、津久井で暮らす私たちが創意工夫すること

はもちろんですが、「協働」の理念のもとで、市民や企業、行政をはじめ、団体、教育機

関など、地域社会を構成するそれぞれが自らの役割を認識し、ともに考え行動することが

重要です。「人の動き」は地域の活力のバロメーターです。

６）水源文化の理解と担い手を育てる

水源文化を守り育てるためには、次代を担う子どもたちをはじめ市民・企業など、より多

くの人々に水源地域の現状と将来のあり方について理解・浸透を図ることが重要です。ま

た観光や農林業・防災・福祉など、まちづくりの担い手の育成、地域の将来を担う子ども

たちの育成が求められます。

以上の視点から、市民・県民の水源でもある津久井地域に期待される役割を

住民ひとりひとりが認識しつつ、先人が築いてきた暮らしの知恵に新しい技術

と創意工夫を加え、水源のくらしと都市環境が調和した文化の薫り高く、そし

て誰もがこの地域の住民であることを誇れる「水源文化のまちづくり」を目指

したいと考えます。

1私たちが目指すまちづくり
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本地域は、次の 5点を重点的な提言とします。

（1）快適、便利、安全なまちづくりの推進

・津久井広域道路早期整備とその活用

・生活確保バス路線網の発展・充実

・特色ある水源地域都市計画の推進

・多角的な生活排水処理の推進

（2）自然と共生する生活スタイルの樹立

・自然環境に親しみ、知るための拠点や遊歩道の整備

・有害鳥獣等の被害に対する効果的な対策の実施と研究

・水源地域にふさわしい水資源の保全と活用

・地球温暖化を阻止するための自然エネルギーの積極的な導入の推進

（３）人が集い、くつろぎ、元気になるような地域資源の活用

・水、森林、農地等の資源を活用した津久井ブランド製品の開発・販売支援

・土地利用の明確な位置付けによる金原地区への産業用地の確保と企業誘致

・水源かん養機能＊1の保持や事業の担い手の確保のための、自然体験型事

業等の実施

・道志川の清流を生かす中での新たな観光スポットの創出

【大切な移動手段となっている路線バス】
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（４）健やかに自分らしく暮らせる安らぎのあるまちづくり

・学校施設の整備

・ 子どもセンターの設置

・ 保育園の改修、整備

・特別養護老人ホームの設置

（５）笑顔があふれ安心できるまちづくり

・あらゆる災害に対応する地域防災計画の早期策定

・ ヘリポート施設＊2の整備

・ 地域の防犯活動や防災活動の支援の充実

2重点提言項目(地域重点方策)

【地域活性化への期待が寄せられる津久井広域道路】
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(１) 道路・交通

(課題等)

道路については、一般国道２路線、主要地方道３路線、一般県道５路線
により幹線道路網が形成されていますが、一部地域には、拡幅工事等が完
了していない場所や歩道が未整備の区間、また慢性的に交通渋滞している
箇所があります。
市道についても、幅員４ｍ未満の狭あい道路が多く、防災、交通安全上
からも課題になっています。
首都圏並びに県央地域及び津久井地域を結ぶ広域幹線道路である、さが
み縦貫道路及び津久井広域道路については、今後のまちづくりに与えるポ
テンシャルが大きいことから、その早期整備が求められています。
交通については、地域には鉄道駅がなく、唯一の公共交通機関であるバ
スは、利用客の減少等により更に路線の縮小や廃止される可能性もあり、
市民の移動手段の確保が最も深刻な問題になっています。

(提 言)

① さがみ縦貫道路及び津久井広域道路の早期整備

さがみ縦貫道路に接続される津久井広域道路の整備予定地域につい
ては、津久井町における新たな核となる拠点としてその発展が期待され
ているところから、「住・農・工」が調和した新たな市街地の形成が求
められます。

● 津久井広域道路整備(津久井町区間)に伴う沿道の土地利用計画を検
討する。

● 津久井広域道路を利用した橋本駅までの新たな公共交通のシステ
ムを構築する。

● 橋本駅まで直接に接続する道路を整備する。
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● パークアンドライド＊3 のシステムを確立するための公共駐車場を整
備する。

② バス路線網の充実等

バス問題については、地域市政懇談会などにおいても各地域から問
題提起されており、合併の調整方針である５年を目途に制度統合を行
うこととしているが、その対応が早急に求められています。

● 津久井町の地域特性から、福祉バス＊4や乗合タクシー＊5、デマンドバ
ス＊6等、様々な移動手段について検討する。

● 路線の拡充等を行う。
・ 三井経由橋本駅行の路線創設
・ 根小屋経由橋本駅行の路線創設
・ 橋本三ヶ木東野線の路線確保及び増便
・ 藤野東野線の増便等

③ 幹線道路の整備

● 国道４１２号及び国道４１３号の拡幅改良と歩道整備を促進する。

● 国道４１３号については、朝夕の渋滞緩和対策を検討する。

● 県道の拡幅改良と歩道整備を促進する。
・県道５１３号鳥屋川尻線
・県道５１０号長竹川尻線

3分野別のまちづくり提言

【歩道が未整備な県道】

【利用率が低い やまびこ号】
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④ 市道等の整備

● 拡幅など道路整備にあたっては、防災、交通の安全性、日常生活の利
便性向上等の観点から優先順位を設け計画的に実施する。（平成１８
年度末現在、３９７路線、総延長１４１Km）

● 名手橋など老朽化橋や狭あい橋については、河川改修や道路改良に合
わせて整備する。

【狭あいな名手橋】
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(２) 都市計画・都市整備

（課題等）

津久井町
ちょう

は、これまで市街化区域と市街化調整区域の区分、いわゆる線

引きをしていませんでした。しかしながら、合併に伴い、平成２０年度を
目途に、現在見直し作業が進められています。
また、線引きと併行して、新たに政令指定都市移行に伴う区割の検討も
進められています。
地域住民にとっては、このように様々な地域の将来を決定しなければな
らない重要な選択を迫られています。
津久井地域は、自然環境に恵まれている一方、下水道や道路などの整備
が遅れているにもかかわらず、市街地の拡大も進んでいます。
今後水源地として、普遍的な役割を担いつつ、豊かな自然と都市生活が
調和した利便性の高い生活環境の形成のためにも、都市計画については特
に慎重な対応が求められます。

(提 言)

① 適正な土地利用の誘導

● 市街化区域と市街化調整区域の区域区分の実施にあたっては、無秩序
な市街地の拡大を防止し、計画的な市街地の形成を図るため、将来
の人口と産業の動向を見極め、住民の意向に配慮しながら行う。

● 用途地域については、適正な都市機能と良好な都市環境を備えた健全
な市街地の形成を図るため、市街地の実情を勘案して、地域にふさ
わしい用途地域を指定する。

② さがみ縦貫道路城山インター開設及び津久井広域道路整備(津久井町
区間)に伴う土地利用計画の検討

● インターチェンジ周辺や幹線道路沿道にふさわしい土地利用計画を
策定する。

3分野別のまちづくり提言
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● 金原地区の計画的な市街地形成のため土地区画整理事業を推進する
とともに業務地域の拡充を図る。

③ 下水道の整備

● 下水道事業については、水源地域であることを認識し、水源環境保全
に関連する施策を活用して、早急に整備を行う。また、事業認可区域
外については、下水道方式と高度処理型浄化槽方式の整備方法の検討
を行う。

④ 情報化社会への対応

● 地上デジタル放送については、平成２３年(2011年)７月から開始とな
っているが、津久井町は、地形的な条件で電波の受信が困難な地域が
少なくないことから、難視聴区域を解消するための対策を行う。

【企業進出が期待される金原地区】
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（３）自然・環境

(課題等)

津久井町は、丹沢大山国定公園を中心とする山林や河川、湖など豊かな
自然に囲まれており、ダム建設により神奈川県の水源地域として重要な役
割を果たしてきました。また、相模原市の森林面積の５０パーセント以上
を津久井地域の広大な森林が占めています。
しかし、近年イノシシやシカ、サル等が人間の居住地域に出没し、農作
物に被害を及ぼしています。また、それらに寄生したヤマビル＊7も多数発
生しており、農林業従事者やハイカーが被害を受けるなど、深刻な問題と
なっています。
また、都市化の進展や生活様式の変化に伴って、家庭からの生活排水等
が河川に流出することによる水質汚濁や、自動車による大気汚染、交通騒
音などの問題が生じています。
地球規模で環境問題が叫ばれている現代にあって、豊かな自然を有する
津久井地域に期待される役割を住民一人ひとりが認識し、環境と共生する
持続可能なまちづくりのための取り組みを推進することが期待されます。

(提 言)
① 身近な自然の活用

● 道志川・串川や神之川・早戸川流域
に子どものための体験学習の場を整
備する。

● 出張所など既存の施設を利用して、
入山者が立ち寄って山の情報を得ら
れるような自然と親しむための拠点
をつくる。

● 「つくいの自然を感じる日」をつくり、多くの市民に津久井を訪
れてもらい、自然を介した市民交流を推進する。

3分野別のまちづくり提言

【串川で自然観察をする児童】
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● 中野山、仙洞
せんとう

寺
じ

山、茨菰
ほおずき

山などに健康づくりのためのウォーキン

グロードや津久井湖畔を一周できる遊歩道を整備する。

② 森林の保全・育成

● 水源かん養機能＊1の保持や事業の担い手の確保を目的に、都市部
の住民と連携した自然体験型事業の実施などに取り組み、森林
（里山）の適正な管理を進める。

● 森林を皆で守るために都市部の住民と
の連携を進め、枝打ち、下草刈りとい
った体験学習や、交流の場として活用
するなど、森林の総合的な利用を通じ
た事業を実施する。

● 間伐材や地場産木材などの活用方策を
検討する。

③ イノシシ、シカ、サル、ヤマビル等の被害への対策

● 野生動物については駆除や捕獲、追い払い等の対策をとるととも
に、山林を整備して奥山と里山をあるべき姿に戻すことにより生
息地域を明確にし、人間との共生を図る。また、ヤマビルについ
ては駆除するとともに効果的な対策のための研究を進める。

④ 水資源の再認識
７０万市民が、水という身近であるが貴重な資源について、一人ひと
りが関心を持ち、そのありがたみを認識する機会を創造（提供）する。
・（例）「水の地産地消」をキーワードに『青根の水』ペットボトル販
売など、津久井ブランドの水の開発

● 津久井湖のアオコ＊8対策など、湖沼や河川の水質対策を促進する。

【整備が求められる山林】
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● 水源環境保全施策の活用による
下水道の整備及び高度処理型浄
化槽の整備を早期に実施する。

⑤ 自然に配慮した生活スタイルの導入

● 太陽熱、バイオマス燃料＊9、ミニ
水力発電＊10等、自然を利用したエ
ネルギーを積極的に活用する。

● 津久井広域道路を利用した新たな
公共交通のシステムを構築し、自
家用車の利用減少を図るなど、CO２
排出を削減する生活スタイルを導
入する。

3分野別のまちづくり提言

【貴重な地域資源である水とみどり】
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（４）産業・観光

（課題等）

豊かな自然やみどりを有する津久井町は、伝統的な産業や観光資源に富んで
います。しかしながら一方でこのような資源を活かしきれていない状況があり
ます。
水源地域であるがゆえの土地利用の制限などの理由から、企業進出が進まな
い状況のほか、農林業に関しては、専業農家の減少や木材価格の低迷による後
継者不足といった深刻な課題があります。一方、観光に関しては豊富な資源を
抱える中では産業としての発展が期待されています。
このため、さがみ縦貫道路や津久井広域道路の開通に合わせて周辺道路を整
備し、公共交通を充実させ、更なる地域の活性化や日常生活の利便性の向上な
ど、産業と観光の振興を図り、地域の活性化を進めることが必要です。

（提 言）
① 地域産業の振興と企業誘致
工業関係では、新たな雇用の場を創出するため、企業誘致を進めるほか、
商業関係では、特産品の P R方策の検討を推進します。

● 津久井地域の特性である水、森林、農地等の資源を活用した津久井ブ
ランド製品を積極的に開発、奨励し都市部へのアンテナショップ＊11

の出店など販路の拡大に努める。

● 金原地区へ新たな産業用地を確保し、企業誘致する。また、そのため
の土地利用の用途の明確な位置付けを行う。

● 伝統産業、名産・特産品の更なる魅力アップに努めるとともに、新た
な商品開発に向け、生産、製造加工、販売の一元化システムを構築す
る。

【新たな企業進出の期待が高まる串川地域】 【郷土料理百選に選ばれた、かんこ焼き】
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② 農林業の魅力づくりと活性化

● 水源かん養機能＊1の保持や事業の担い手の確保を目的に、都市部の住
民と連携した自然体験型事業の実施などに取り組み、森林（里山）の
適正な管理を進める。

● 休耕地を活用した市民農園の拡充と、菖蒲
しょうぶ

園や睡蓮
すいれん

池の整備など魅力

ある地域づくりを支援する。

● 農産物のブランド化の促進や後継者の確保、育成など将来に渡って継
続できる経営基盤を築くための支援を拡充する。

● 水源環境保全税の活用や財産区との連携による事業の展開により、林
道などの生産基盤の整備を進める。

● 森林を皆で守るために都市部の住民との連携を進め、枝打ち、下草刈
りといった体験学習や、交流の場として活用するなど、森林の総合的
な利用を通じた事業を実施する。

● 間伐材や地場産木材などの活用方策を検討する。

3分野別のまちづくり提言

【食の安全志向によって注目される地場野菜】
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③ 観光資源の有効活用
津久井町には自然や歴史、文化的な観光資源が豊富にあります。今後は
地域内の施設の活用を促進し、津久井地域の魅力や観光施設の案内・ＰＲ
を進めるほか、バリアフリー化等に十分配慮して、人々が様々な形で集え
る交流拠点施設の設置が必要です。

● 道志川沿いに散策路を整備すると
ともに両岸に紅葉樹＊12の植樹を行
い、道志川の清流を活かす中で四季
折々の水辺空間を演出し、自然に親
しみながら散策できる新たな観光
スポットを創出する。

● 津久井広域道路を活用する中で、公
共駐車場を整備しパークアンドラ
イド＊3を進めるほか、観光客の休憩
や地域の情報提供、ＰＲ等の場とし
て「道の駅」のような休憩、自然体験施設等の整備・運営方法等の検
討を進める。

● 県道５１５号（三井相模湖線）の再整備を促進し、津久井湖湖岸遊歩
道としての活用など、地形を利用した新たな観光ルートを整備する。

● 宮ヶ瀬湖畔の鳥居原ふれあいの館の利用を促進するとともに、北岸道
路の活用を検討する。

【魅力的な自然が残されている道志川下流域】



16

（５）教育・保健・福祉・安全・安心

(課題等)

津久井町は、人口の減少とともに、高齢化がいっそう進むことが予測される
ことから、教育、保健、福祉、安全、安心の分野についても、多様な課題が生
じつつあります。
まず、教育については少子化の影響によって、児童・生徒数が減少し、学級
数の少ない学校が増えています。一部の地域には、地域の子どもへの関心が薄
れている状況が生じていることから、子育てについての課題が各家庭の問題と
して片付けられ、かえって深刻化してしまう場合もあります。将来を担う子ど
もたちが、健全に成長していくためには、地域社会全体で子育てに取り組んで
いくとともに、自然環境のすばらしい津久井で、より良い教育環境の整備が早
急に求められます。
次に、福祉の分野では、一人暮らしの高齢者についての支援について、見守
りの体制も含めて十分な環境とは言えません。広域な大規模災害が発生した場
合には、特に心配されます。また、高齢者の居場所として診療所がその交流の
場として代用されている状況も生じており、いきいきと安心して暮らす環境を
整備することが必要です。
防災の分野では、まず、避難場所の安全が十分に確保されていない点や救急
体制の未整備という課題があります。中山間地域という地理的特徴から、あら
ためて防災、救急機能を検証する必要があります。さらに自主防災隊について
は、構成員が固定できないといった課題や高齢化しているという全市的にも共
通する課題もあります。
また、医療の分野では、産婦人科などの専門医療機関が身近に無いことが課
題であります。
これらの課題を地域の市民や多様な団体そして市が協力し合い、課題をひと
つひとつ解決することが、暮らしを守り育てていく魅力あるまちづくりに繋が
っていきます。

(提言)

① 学校を中心とした教育環境整備の検討

● 児童、生徒数が少なくなった学校における教育環境の検証を行い、子ど
もたちにとって望ましい学校教育のあり方について議論をする。また、

3分野別のまちづくり提言
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地域特性を活かした学校教育の活用についても、広く議論を行う。

● 学校施設（校舎、プールなど）の整備を推進する。

● 尾崎咢堂記念館と郷土資料室の一体的整備
を進める。

② 地域全体で子育てを推進していく取り組み
の着手

● 市、学校、警察、地域、ＰＴＡ、ＮＰＯ＊14などの連携を強化していく組
織の設置とその運営を支援する。

● 小学生や中学生が気軽に立寄れたり、居場所となれる施設の設置を推進す
る。

● 保育園の改修、整備をしていくと共に遊具等の備品についても更新し、よ
り良い保育環境を確保する。

● 市民主体の国際交流事業の推進を図る。
・ ホームステイを中心とした事業の充実を図る。

③ 高齢者、障がい者支援の充実

● 支部社会福祉協議会への財政支援を創設する。

● デイサービスセンターなど高齢者施設を設置する。

● 特別養護老人ホームを設置する。

● 民生・児童委員と自治会等地縁団体などの連携強化を推進する。

【中野小学校】
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④ 医療機関の充実

● 安心できる医療体制にしていくため、西メディカルセンターの診療科目を
充実させる。

● 診療所などの地域医療施設及び診療体制の充実を図る。

⑤ 防犯、防災体制の整備・強化

● 防犯活動の支援を強化する。

● 地域防災計画を早期に策定するとともに、地域防災体制の充実を図る。

● 防災倉庫、資機材の整備、充実を図る。

● 大規模災害において想定される被害状況を調査するとともに、避難場所
の状況調査、整備等についても同時に行い、大規模災害に強い地域づく
りを推進する。

● ヘリポート施設の整備を行い、大規模災害時の対応や津久井地域におけ
る救急医療体制の充実、強化を図る。

● 自主防災組織への支援を強化する。

● 安全・安心して生活できるために市営住宅の整備検討を推進する。

3分野別のまちづくり提言

▲【西メﾃﾞィカルセンター】

▼【防災訓練】
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(６) その他

（課題等）

津久井町は、平成１９年４月１日現在、高齢化率が１９．４％となり、
この傾向は、今後ますます顕著になっていくと思われ、今まで以上に、過
疎化対策に取り組む必要性があります。また、事業の効率化等の観点から、
郵便局等の閉所も行われており、都市部との格差が拡大されつつあります。

(提 言)

① 住民に身近な公共サービスの確保

● 郵便局等については、郵政民営化等により一部地域において、郵便局
の閉所や農協の撤退が行われ、日常生活に関連の深い郵便業務や送金
業務に支障が出ていることから、今後、対応を検討する。

② 定住人口を増やしていく施策の推進

● 一部地域においては、過疎化が進んでおり、将来的には限界集落＊15

となる恐れもあることから、対応を検討する必要がある。
なお、検討に当たっては、保健、医療、福祉、産業、地域振興など幅
広い観点から地域住民と一体となって、検討していく。

【身近な金融機関でもある郵便局】
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№ 語 句 意 味

1 水源かん養機能
(P3ほか)

土壌に雨水を蓄え、徐々に流出させる働き。

2 へリポート
(P4ほか)

ヘリコプター専用の離発着場所。

3 パーク・アン
ド・ライド

(P6ほか)

都市部や観光地の交通渋滞緩和のため、末端交通機関

である自動車等を郊外の鉄道駅又はバス停に設けた駐

車場に停車させ、そこから鉄道や路線バスなどの公共交

通機関に乗り換えて目的地に行く方法。

4 福祉バス
(P6)

ＮＰＯ等が自家用自動車を使用して、身体障がい者、

要介護者の運送を行う福祉有償運送事業や、高齢者等が

福祉施設及び病院を利用する便宜を図るために運行する

バスの総称であり、地域や自治体によって定義が異なる。

5 乗合タクシー
(P6)

10人以下の営業用自動車（いわゆるタクシー車両）を
使用した乗合自動車。乗合バス以外の交通手段として、

道路が狭あいな地区や過疎地、交通空白地等での旅客輸

送に使われることが多い

6 デマンドバス
(P6)

乗客の需要（注文）に応じて運行する運行形態のバス。

基本路線の外に迂回路線を設定し、需要があるときだ

け、迂回路線を運行するものや、起終点・停留所・運行

時刻は設定されるが、需要があった時だけ、その停留所

と目的地を結ぶもの等がある。

4用語集
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№ 語 句 意 味

7 ヤマビル

(P7ほか)

陸生の吸血する蛭（ヒル）。体長 1.5～8cm で茶褐

色。沢や林等に生息する。

8 アオコ

(P11)

富栄養化した湖沼や池で夏期を中心に植物プラン

クトンが異常増殖して緑色の粉をふいたように厚い

層が作られること。

9 バイオマス燃料

(P12)

植物等の生物資源を原料とする燃料。植物が成長

過程で CO2を吸収するため、燃やしても CO2を排出

したとみなされない。

10 ミニ水力発電
(P12)

川や用水路などに簡易な発電施設を設置して水力

エネルギーを得る装置。

11 アンテナショップ

(P13)

企業や自治体などが自社(当該地方)の製品の紹介

や消費者の反応を見ることを目的として開設する店

舗。

12 紅葉樹
(P15)

モミジやカエデなど葉が色づく樹木を特出した造

語。

13 複式学級
(P16)

過疎地などで学校規模が小さい場合に多く存在し、

１学年１クラスではなく、２つの学年で１つのクラス

にする学級編制のこと。

14 ＮＰＯ
(P17)

ここでは、特定非営利活動促進法により、法人格を

得た団体だけではなくひろく、非営利団体を示す。

15 限界集落
(P19)

６５歳以上の高齢者が半数を超え、冠婚葬祭など共

同体の機能の維持が難しくなった集落のこと。


